
決算書掲載頁　301

内
訳

被保険者、療養担当者、一般住民それぞれの立場の利害を調整して、国保事業の運営を円滑に行う。

国保事業の運営に関する重要事項を審議するため、年１回以上、協議会を開催する。
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会　計

被保険者、療養担当者、一般住民それぞれの立場の利害を調整して、国保事業の運営を円滑に行う。
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直営 昭和47年度以前 国民健康保険法第１１条第１項

運営協議会委員　１７名

国保事業の運営に関する重要事項を審議するため、年１回以上協議会を開催する。
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事業：運営協議会事業                                

１．運営協議会事業 

国民健康保険事業の運営に関する重要事項について、市長の諮問に対して審議し、その結果の意見を市長に答申

し、市長の判断資料を提供するという役割を果たす、河内長野市国民健康保険運営協議会を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

細事業：運営協議会事業                             

１．運営協議会事業 

 

会議の開催結果について 

 

 

  １ 会議名 河内長野市国民健康保険運営協議会  

 ２ 開催日時  平成２５年８月２２日（木）午後１時３０分から２時１５分 

 ３ 開催場所  市役所３０１会議室 

 ４ 会議の概要 ・会長及び副会長の選任について 

・国民健康保険事業の運営状況について（報告） 

 ５ 公開・非公開の別 公開 

 ６ 傍聴人数 ０人 

 

 


